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（1）新規事業計画  

制  度   事  
実  

項   内  
施  月  

容  主 管課   
3  4  5  6  ：7  8  9  10  皿  12  ロ  2  3   

備  考  

制度共通   1社会保険業務の業務・シ  企画課  

ステム最適化計画の実施   づき見直しを実施する。  社会保険業削ント  

2 社会保険庁端末設備の更  ・社会保険業務用端末設備のオープン化の実施  ☆ ○         ○  ○            ○  
改   薫香  よる実  許査        明会・  社会保険乗務川－   菜摘兼トブン化  

準備  雑   ②20年4月  
☆   庁LAN更改  

端末を庁」AN端末としても利用可能とし、  化  ③20年10月  
20年10月に端末の一人一台化を図る。   ☆  健保公法人分離の  

蜘   レイアウト変更等に  

併せ、一人一台化  

3 コールセンターの整備  ・中央年金相談室及び23箇所の年金電話相談セ  ☆  ☆      ○   
ンタ一について平成19年度から順次集約化を  

率的と機能の充実を図る。  －ル   センターの廃  
全亜   の移転 ノター）        2コ  レセン   止  

転して第1コールセンターとし、20年3月に  ・取扱通知は、  

15箇所の年金電話相談センターを廃止して第  電話相談に関  

2コールセンターを設置する。さらに20年8  する取扱通知  
月に第3コールセンターを設置する予定。   

4介護保険・国民健康保険  企画課  

・後期高齢者医療制度に係  社会保険薫務川－   

る特別徴収の実施   ・国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料につ  

いては、介護保険料と同様の事務処理方式によ  

り新たに特別徴収を実施  

5 日仏社会保障協定の実施  ・日仏両国の社会保険制度への二重加入の防止  企画課  
・日仏両国の年金制度の加入期間の通算  社会保険薫別ント   

6 日加社会保障協定の実施  ・日加両国の年金社会保険制度への二重加入の防  企画課  

止  社会保険業務川－   

・日加両国の年金制度の加入期間の通算  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



制  度   事  項   内  容   
実  施  月  

主 管課   
3  4  5  6  7  8  9  10    12  ロ  2  3   

備  考  

医療保険   1制度改正関係  
（1）平成18年医療保険制度  

改正に係る平成19年度  
施行分  

・標準報酬月鏡の上下限の  ○  
見直し  →5，8万円～121万円（47等級）  

医療保険課  
社報椙務センター  

・賞与の保険料賦課上限額  ○  
の見直し   →年間累計額540万円を上限  

医療保険課  
杜鯛験兼務センター  

・傷病手当金及び出産手当  
金の支給額の見直し   →3分の2相当額  

医療保険課  
○  社錯険要糾ンター  

・任意継続被保険者に係る  
現金給付の見直し   手当金の廃止  ○  

医療保険課  
社鍋験兼務センター  

・資格喪失後6ケ月以内の  医療保険課  
出産手当金の支給を廃止   ○  社会保検案務セント  

・70歳未満の者の入院に   医療保険課  
係る嵩額療養費の現物給  社会保険業務桝－  

付化   

（2）雇用保険法の改正に伴   
う船員保険法の改正  

（平成19年4月施行分）  
・失業部門の保険料率の変  
更  （18％ロ→12％○）  

医療保険課  
○  社会保挨薫別ント  

・教育訓練給付の適正化の措置  

（平成19年10月施行分）  
・育児休業給付金等の見直  

し   ☆  ○  医療保険課  
・育児休業者職場復帰給付金の給付額の改善  
・教育訓練給付金の受給要件の暫定的措置  

（3）その他   ・嵩額療養費未請求者に係るターンアラウンド方  
式によるお知らせの実施  

医療保険課  

〔健康保険法・船員保険法〕  医療保険課  
・概算介護給付費納付金の決定に伴う介護保険料  
率の改定  

〔船員保険法〕  医療保険課  
・失業保険金日額表等の改正  

2定期的な被扶養者認定状  
況の確認   者認定状況の確認を行う。  

医療保険課  
社会保険業務川－  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



実  施  月  

制  度   事  項   内  容  主 管課  
3  4  5  6  7  8  9  10    12    2  3   

備  考  

年金保険   1制度改正関係  

（1）平成16年制度改正関係  
・70歳以上の被用者の  年金保険課  
老齢厚生年金の給付調  社会保険薫務川－  

整  導入。  

■受給権者の申出による   ・年金受給権者が自ら申出することによって、年  
支給停止  金給付を支給停止する仕組みを導入。  

・老齢厚生年金の支給繰   ・65歳からの老齢厚生年金の支給開始年齢を繰  
下げ  下げて受給できる仕組みの導入。  

・遺族年金制度の見直し  ・自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行  
水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕  
組みの導入。  年金保険課  

・子のない30歳末溝の妻への遺族厚生年金を5  社会保険業帯川－  

年間の有期給付とする。  
・中高齢の寡婦加算の支給要件を夫死亡時35歳  
未満から40歳末溝に引き下げ。  

・細婚時の厚生年金の分  
割   記録を当事者間で分割できる仕組みの導入。  

・国民年金保険料額の改  
定   を行う。  

（2）その他   ・マクロ経済スライド特例の実施   ☆  年金保険  
社会保険薫務  卜  

2郵政民営化に伴う老齢福  
祉年金及び特別障害給付金  年金保険課  
の支払方法の変更   法から、預貯金口座への振り込み又は送金通知  

書の提出による年金の受け取りへ変更。  

・特別障害給付金の支払方法について、郵便貯金  年金保険課  
口座への振込による給付金の受け取りを追加  

3 国民年金未加入者の把握  ・住民基本台帳ネットワークシステムに登録され  年金保険課  
ていない20歳到達の在日外国人に関する情報  社会保険薫別ント   未定  
を市町村から入手し、適用勧奨等を実施する。  

・住民基本台帳ネットワークシステムを活用して  年金保険課  
34歳到達者の未適用者を把握し、適用勧奨等  社会保険薫別ント   未定  
を実施する。  

－l  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   

（－   1  



制  度   事  項   内  容   
実  施  月  

主 管課   備  考  

3  4  5  ：6  7  8  9  10  皿  12  ロ  2  3  

4市町村からの電子媒休に   ・強制徴収や免除勧奨において活用する所得情報  年金保険課  
よる所得情報の交換の実施   について、電子媒体化を行い、市町村との効率  

的な情報交換を実施する。   

5国民年金保険料に係る強   ・市町村から提供された所得情報を活用して納付   
制徴収の実施規模の拡大  

年金保険課  
督励に引き続いて強制徴収を行うなどにより実  
施規模の拡大を図る。   

6同業者団体等への収納業   ・商工会に会員たる第1号被保険者の国民年金保  
務の委託  険料の収納業務を委託する。   社会保族薫削ント  

・国民健康保険組合に当該組合の被保険者である   年金保険課  
第1号被保険者の国民年金保険料の収納業務を  社会保険業務川－   

委託する。  

7 国民年金保険料収納対策   ・納付率が低調な社会保険事務局を指定し、本庁  年金保険課  
強化社会保険事務局の指定   による重点的な指導、支援を実施する。  

8ねんきん定期便の実施の  
一部前倒し（45歳到達者   ☆  ○  企画課  

及び55歳以上の被保険  社会保険業務川－  

者）   実績や年金見込額を通知する。  

9免除手続きの簡素化  ・市町村から提供された所得情報を活用して、免  

（ターンアラウンドの実施）  除該当者には必要な項目を印字した申請書を送  年金保険課  

付し、簡単な記載事項を記入するだけで申請を  社会保険薫別‖・  
可能とするターンアラウンド方式を導入する。  

10学生納付特例の手続きの  

簡素化（ターンアラウンド  年金保険課  

の実施）   書を送付し、簡単な記載事項を記入するだけで  

申請を可能とするターンアラウンド方式を導入  

する。  

11保険料を納めやすい環境  年金保険課  

づくり   を可能とし、更なる納付環境の整備を図る。  社会保険業務t‖・   

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



制  度   事  容   
実  施  

項   
月  

内  主管′課   

3  4  5  6  7  8  9  10    12    2  3   
備  考  

制度共通   平成19年4月以降に実施され  社会保険薫別ント  
る制度改正等に伴うシステム  
開発対応   （平成20年4月施行）  

一
芸
－
 
 
 



（2）表彰・月間・週間事業・調査計画  

制  度   事  
実  施  月  

項   内  容  主 管課   
3  4  5  6  7  8  9  10    12    2  3   

備  考  

制度共通   1 表彰   ・社会保険委員功労者に対する大臣表彰及び社会  企 画 課  
保険庁長官表彰  

・政府管掌健康保険■厚生年金保険事業功労者に             鳩     田   彰  
対する社会保険庁長官表彰  ○     ○   ー○  

医療保険課  
年金保険課  

・社会保険労務士制度功労者に対する大臣表彰及  j  企画課  

び社会保険庁長官表彰  ○  

、ニ     同   彰  総務課  
官表彰  ・社会保険関係団体功労者に対する社会保険庁長              ○     ○   一十○  企画課  

・社会保険事務局■事務所グランプリ（SWOG）                           サービス推進課  

2社会保険委員の活動強化   ・社会保険委員制度の普及を目的とした社会保険  企 画 課  
月間  委員大会の開催及び活動強化のための講習会、  

研修会等を実施  

3 社会保険労務士試験  鮒         淵       発表  
企画課  

○         ○       ○           （労働基準局）  

4 さわやか行政サービス推  ○                      サービス推進課  
進月間   

5 お客様満足度調査   ・社会保険事務所等における窓口サービスに関す  
るアンケート調査の実施  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



制  度   事  項   内  
実  施  月  

容  主 管課   
3  4  5  6  7  8  9  10    12    2  3   

備  考  

医療保険   1保険給付の適正化  医療保険課  
・船員保険の失業保険金給  
付適正化対策   （各県毎に強化月間を定める）  

・漁船被保険者に係る失業保険の適用調査  

2 表彰   ・船員保険事業功労者に対する社会保険庁長官表             田     田  田  
○       （⊃  

医療保険課  
彰  

3 調査   ・船員保険災害補償相当分収支状況調査  ○  企 画 課  

・老人保健加入者数等・介護保険被保険者数調査  

〔 
員 

〕  

☆                      ・政府管掌健康保険及び船員保険の医療給付受給  
者状況調査  

4 その他   ・第49回船員労働安全衛生月間  ☆  ○  医療保険課  

〔震土董通蓋〕  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



制  度   事  項   内  
実  施  月  

容  主管課   
3  4  5  6  7i8   9  10    12  ロ  2  3   

備  考  

年金保険   1 表彰   ・国民年金推進員及び国民年金事業功労者に対す  年金保険課  
る社会保険庁長官表彰  

■ねんきん作品コンクール優秀作品に対する社会  
保険庁長官表彰  

年金保険課  

2 ねんきん月間   ・11月をねんきん月間として位置づけ、各種の  年金保険課  ねんきん月間  
事業展・開を行う。  11月  

3 調査   ・老齢福祉年金等受給権着実態調査  年金保険課  

〕  〔書写賢宗毒詣叢簑蒜蒜要語墓品評  

○                          ☆  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



（3）会議計画  

実  施  月  

制  度   事  項   内  容  主管課   備  考  
3  4  5  6  7  8  9  10  皿  12  ロ  2  3   

制度共通   1 社会保険事業運営評議会  ・社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等事業  企 画 課  年6回実施  
全般について、保険料拠出者や利用者の意見を  
反映させ、その改善を図ることを目的として、  
社会保険事業運営評議会を開催する。  

2事業運営全般に係る地方  ○  ○  サービス推進課  
社会保険事務局との事務打  企画課  
合せ  医療保険課  

年金保険課  

3全国社会保険事務局長会  ○  ○  総 務 課  定例（1月又は2  
誌  月）及び随時  

4ブロック別社会保険事務  ○  ○    ○  総 務 課  
局長・事務所長会議   

5ブロック別地方社会保険  ○  ○  ○  ○        サービス推進課  
監察官事務打合せ会  経理課  

6統括地方社会保険監察官  ○          ○          ○  サービス推進課  
との打合せ  経理課  

7全国社会保険委員事務打  ○  企 画 課  

合せ会   事務打合せ会を開催する 

8 人事評価制度運営会議  ・人事評価制度の運用や改善及び毎事業年度の評  ○  総 務 課  
価項目について検討するために、人事評価制度  
運営会議を開催する。  

年金保険   1年金給付業務に関する地  社会保険責務川－  随時   

方社会保険事務局等との事  
務打合せ会   等を行うために、事務打合せ会を実施する。  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



（4）広報計画（本庁実施分）  

制  度   事  項   内  
実  施  月  

容  主 管課   備  
3  4  5  6  7  8  9  10  皿  12  ロ  2  3   

考  

制度共通   1 医療保険及び年金保険制  －ポスター、パンフレット、各種媒体等を活用し   総 務 課  具体的計画、実施  
度に関する広報   た広報  ☆  医療保険課  

年金保険課   

2社会保障協定・特例法施  具体的計画、実施  
行の円滑な実施のための周  ☆  企 画 課   月については別途  
知広報   通知   

医療保険   医療保険制度改正等施行事  具体的計画、実施  
務の円滑な実施のための制度  ☆  医療保険課   月については別途  
周知広報   通知   

年金保険   1年金制度に対する理解と   具体的計画、実施  
信頼の確保及び年金制度改  ☆  ○                      ○  年金保険課   月については別途  
正施行事務等の円滑な実施  通知  
のための制度周知広報   

2 ねんきん月間   ・ねんきん月間での各種事業展開に合わせて、適  具体的計画、実施  
切な媒体を活用した広報を実施する。   ☆                ○  年金保険課   月については別途  

通知  

3 年度末の年金広報   ・制度改正内容に係る事前周知等を適切な媒休を  年金保険課  具体的計画、実施  
活用して実施する。   ☆                      ○  月については別途  

通知   

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



（5）監察等計画（本庁実施分）  

実  施  月  

制  度   事  項   内  容  主管課   備  考  
3  4  5  6  7  8  ：9  10    12    2  3   

監察   ・社会保険事務局及び社会保   サービス推進課  
険事務所の監察を実施  t業務の適正処理状況について  

・重点課恵への取組状況について  
・前年度指摘事項の改善状況について  

☆    ○  ○    ○      ○    ○    ○  

・国民サービス向上の取組状況について  
・事故防止対策の取組状況について  

・社会保険庁本庁（施設等機  
関を含む）の監察を実施  まえて実施）  

・外部妻帯の実施   ○専門性の高い項目について外部の専門組織に  
委託して監察を実施する。  

会計監査   ・社会保険庁本庁（施設等機  ○ 会計監査の主な視点   ☆    ○  ］  ○  経 理 課  
関を含む）並びに社会保険   
事務局及び社会保険事務所  

（地  方庁）  

の会計監査を実施   ・予算執行の経済性、効率性について  ：○  

・契約審査会の審議状況について  8   

増  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



（6）研修計画  

制  度  事  項   内  容   
実  施  月  

主管課   
3  4  5  6  7  8  9  10  ‖  12  ロ  2  3   

備  考  

、亡コ＿                                                                               全職員に対する研修  ・法令遵守  総務課  

・公務員倫理  
職員課  

○                      ○    企画課  

・個人情報保護   

A鼻￥■⊥   
ける研修  

Ⅰ集合研修   社会保険大学校  年1回実施  

1職務階層別研修  大学校研修終了  

（り新規採用者研修   ・新規採用者  
後事務局におい  

［該当者全員  18日］   ☆  ○  
ても5日間の研  
修を実施  

貝  診   
ない者 3 の貝及びしの研修を修了してい  社会保険大学校  年10回実施  ☆  
［各期80人 19日】  

・10月及び2月は  
○   2回実施  

貝   夢 i）基本  ′．．、、会計等を堰当する職員のつち、汀政職俸  

7年以上の者  給表（－）の2級で、職員としての業務経験が   社会保験大学校  年2回実施  

［各回70人  5日］  

ll       l口、  旦当する職員のつち、竹政職俸給表  社会俣挨大学校  年2回実施  
（－）の2放で．、職員としての業務経験が7年   

以上の者  
［各回60人 12日］  

‖   
一誠 職貝のつち、什政職俸給表  社会保険大学校  年2回実施  
（－）の2放で、職員としての業務経験が7年 以上の者  

．  

［各回60人 12日】  

lV    中ロ、   ■研を旦当する職員のつち、町政職俸給表 （－）の2放で 社会保険大学校  年2回実施  

、職員としての業務経験が7年 以上の者  
［各回60人 12日】  

・餅を旦当する職員のつち、什政職俸給表 （－）の2級で ○   
以上の者  
［各回60人 12日］  

☆は ロ の 出 、○は研夢の  ． 不。  



実  施  月  

制  度   事  項   内  容  主管課   
3  4  5  6  7  8  9  10  皿  12  ロ  2  3  

備  考  

（4）中間監督者研修   ・初めて地方社会保険事務局の係長又は社会保険  ‘㌻ ご  ‾  年4回実施  
事務所の課長となった者  ☆  
【各回60人  5日］   

（5）管理者研修   ・初めて総合相談室長となった者   匹      （加美線分）  社会保険大学校  年2回実施  
i）総合相談室長  【各回 50人  4日】  ○        ○  

“）事務所長  ・初めて事務所長となった者  朋  社会長険大学校  年2回実施  
［各回50人  4日】  ☆  

2業務別研修  
（1）指導医療官   ・指導医療官  ☆  社会保険大学校  

［60人  5日】  

（2）医療事務   ・初めて地方社会保険事務局の医療事務指導官、  
医療事務を担当する係長となった者及びこれら  社会保険大学校  
と同等の者  
［60人   5日】  

（3）社会保険審査官   ・初めて社会保・険審査官となった者  ○  社会良険大学校  
［40人  5日］  

（4）人事事務   ・初めて人事事務を担当する地方社会保険事務局  社会保険大学校  
の係長、業務調整官及び主任等  : :0: : : : : : : : :: : 
［60人  5日］  

（5）人材育成推進者   ・事務局の研修に関する業務を担当する者  
［47人  4日】  ☆      ○  

社会保険大学校  

（6）芸計事務   課程lて耳占を＿方言  社会保険大学校  ・柏削11月難  
保険事務局の副主幹、係長、業務調整専門官及   ・管理言矧が月舘   
び主任等  ○：   

・管理課程は会計組織を担当する課長若しくは課   
長補佐等  
［一般課程60人 5日】  

【管理課積47人 3日】   

☆は通知等の発出時期、○は研修の実施時期を示す。   



制  度   事  項   内  
実  

容  
施  月  

主管課   備  考  
3  ：4  5  ；6  7  ：8  9  10  皿  12  ロ  2  3  

（7）国民年金障害給付事務  ・国民年金障害給付専門官、又は障害給付事務を   社会保険大学校  
担当する者  ☆  

［47人  5日】  

（8）年金給付・年金相談事務  ・年金給付事務を担当する社会保険事務所の課長   
及びこれと同等の者  

社会保険大学校  
○  

［56人  5日］  

（9）適用・調査事務   一適用又は調査業務を担当する社会保険事務所の  社会保険大学校  
課長及びこれと同等の者  
［56人  5日】  ○  

（10）徴収事務   ■徴収事務の滞納処分を担当する地方社会保険事  社会保険大学校  年3回実施  
務局の専門官、係長、社会保険事務所の課長、   ○  
専門官及びこれらと同等の者  

・一般課掛ま7・冊難  

用実篤  
［一般課程  60人5日】  ☆   

・指導硝成課程は6月難  

［指導者養成課程47人5日］  

（11）健康保険給付事務   ・保険給付指導官等のうち、この研修を終了して いい  社会保険大学校  
な者  

［56人  5日】  

（12）国民年金保険料強制徴  ・国民年金の保険料収納事務を担当する社会保険      （  ♭月雑如  社会保険大学校  年5回実施  
収事務   事務所の係長以上の織にある者  ☆  

［基礎課程  60人5日］  ○  
・雄課程は5・7月鵜  

【応用課程  60人12日】  
・応用課掛ま6・7月軸  

［指導者養成課程47人12日】  
・指導者養成粥は9月難  

（13）船員保険事務   ・船員保険事務を担当する地方社会保険事務局の  社会保険大学校  
係長、社会保険事務所の課長、社会保険徴収専  
門官、船員保険調査官及びこれらと同等の者の  
うち、この研修を修了していない者  
［40人  5日】  

Ⅱ通信研修   （1）国民年金保険料強制徴収   ・職員の自学自習意欲を喚起・助長し、国民年金  
実務研修（通信課程）  保険料強制徴収の職務遂行に必要な業務知識・  ☆        ○  

技能の習得並びに向上を図ることを目的として   
実施  
［200人程度】  

（2）年金給付・年金相談研修 （通信課程）  ・職員の自学自習意欲を喚起■助長し、年金給付 ・相談業務の職務遂行に必要な業務知識の習得 並びに向上を図ることを目的として実施  
［200人程度】  

（3）リニューアル研修   ○   
を付与することを目的として実施  
［200人程度】  

Ⅲブロック別研修  接遇指導者養成研修   ・事務局、事務所の接遇向上推進リーダーの育成 こ  
を図るとを目的として実施  
［360人程度］   

☆は通知等の発出時期、○は研修の実施時期を示す。  



実  施  月  

制  度   事  項   内  容  主 管課   備  考  
3  ：4  5  6  ：7  ；8  9  10  皿  12  1  2  3   

地方社会保険事務局  
・社会保険事務所に  ・大学校研修で習得した基礎知識を実務に即応し うるものとするため 

社会保険大学校   
、各種業務処理マニュアル  

おける研修   等を活用し実施   

2新規採用者フォローアツ  社会焦険大学校  
プ研修   断テスト・討議等を実施  

3 新規配属者研修   ・新規配属者に対し、配属先の事務処理、制度知   ☆  ○                      ○  社会保険大学校  
識等の早期の習得を図るために実施  

4 各種研修   社会保険大学校  
域性の高い事柄に関する研修、伝達研修等を、  

・職域に応じ、日常の業務処理に関する研修、地   
大学校の研修との連携に配慮しつつ、効果的に  
実施   

5 国民年金推進員研修   ・採用時及び随時に資質の向上を図るために実施    ○                      ○  年金保険課  

社会保険事業に携わ  ・国民年金推進員に採用されてから1年以上の勤  年金保険課  年1回実施  
る非常勤職員等を対  務経験を有し、地方社会保険事務局・社会保険  
象とした研修   事務所における研修を終了している者  

〔60人程度  3日〕  

2主任年金相談専門員等研  ☆      ○  企画課  
修   を受け、年金相談業務に携わっている者  触会髄ま轟センター）   

〔各期50人程度  3日〕  

3 主任年金相談員等研修  ・主任年金相談員又は年金相談員の委嘱を受け、  ☆ ☆        ○    ○  企画課  
年金相談薫掛こ携わっている者  牡会舗乗務セント）   

〔50人程度   3日〕  

4 社会保険指導員研修  ／ ・社会保険指導員の委嘱を受けている者  ☆  ○  企 画 課  年1回実施  
〔50人種度   2日〕  

5 社会保険委員研修   ・社会保険委員の委嘱を受けている者  ☆  
☆  

企 画 諌  年3回実施  
〔各期100人程度 2日〕  

☆  

6 国民年金委員研修   ・国民年金委員の委嘱を受けている者  年金保険課  年1回実施   
〔50人程度  3日〕  ☆    ○  

☆は通知等の発出時期、○は研修の実施時期を示す。   



（7）保険局■年金局  

制  度   事  項   内  容   
実  施  月  

主 管課   
3  4  ：5  6  7  8  9  10    12  ロ  2  3   

備  考  

制度改正関係   1健康保険法等の一部を改   ・健康保険法等の一部を改正する法律の施行のた  
正する法律の施行関係  めの政省令公布等所要の措置を講ずる。  

〔保険局〕   
総務課  

〔主な改正事項〕  保険課  
・7鳩以上の鵬鮨等の一触担の変更に伴う高朗養如自己負鯛鰯の引上げ ・高齢療・高馴・護告別膿貞胤こ伴う高齢齢算療養如支  

給  
国民健康保挨課  

・医絨適正化の推進関係  
（社会保険庁）   

・鮒締着医鮒度等  

2 雇用保険法等の一部を改  ・雇用保険法等の一部を改正する法律（仮称）の  ☆  ○                      ○  
正する法律案（仮称）の施   施行のための政省令公布等所要の措置を講ず  

○   
保 険 課  平成19年4月施行分  

行関係（船員保険関係）  る。  
〔主な改正事項〕  注2  

注2  

〈平成19年相施行分〉  

平成19年10閥行分  

・雇用相の国朗蜘見凱に伴う船員餓の失菓納こ係る舶負担の見凱  
・嗣保如保納車の見凱に伴う精髄の朱夏肌こ係る保帥辛の見乱  
・雇用相への統合を踏まえ、鵬険者に係る尉約手の引下げ  
く平成19年10月節分〉  

・有畑薫鮒金の支給削）引上げ等   

3平成16年年金制度改正 法  ・平成16年年金制度改正法施行のための政令公  
の施行関係  布等所要の措置を講ずる。  

〔年金局〕  平成20年4月施行分  

年金課  

4基礎年金国庫負担割合引   〔年金局〕  
き上げに関する法律の施行  
関係   

年金課  

会議関係   1社会保険指導者講曽会  ・社会保険診療内容の向上を図るため、日本医師 会等と共し 〔保険局〕  
催、地方社会保険事務局及び審査支 へ  

払機関等職員の講習会を実施  
医療課  

2 診療報酬改定説明会   ■平成20年4月に予定している診療報酬改定の  
内容を周知するため、地方社会保険事務局及び へ                           ○   医療課  
都道府県の医療事務担当職員の説明会を実施  

調査関係   1施設基準の届出状況等の  
報告  

☆  ○    ○  〔保険局〕  
医療課  

2健康保険被保険者実態調   ・健康保険組合への調査は地方厚生局を通じて実   
査  施  

〔保険局〕  
調査課  

〔社会保険庁及び健康保険組合に対する調査〕  

3 療養費支給状況調査  ☆；  ○  〔保険局〕  
医療課  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



実  施  月  

制  度   事  項   内  容  主管課   
3  4  5  6  7  8  9  10        2  3   

備  考  

指導監査・事務指導  1 保険医療機関等の指導監  ・厚生労働省と地方社会保険事務局等の共同によ  ☆   
関係   査   る実施分  医療課  

（共同指導）  地方社会髄鞘削  

・地方社会保険事務局等実施分  ○   

2地方社会保険事務局に対  ☆    ○                    ○  〔保険局〕  
する事務指導  医療課  

その他   1社会保険診療報酬支払基  ○  〔保険局〕  
金関係功績者大臣表彰  保険課  

2健康保険組合関係功績者  （⊃  〔保険局〕  
大臣表彰  保険課  

悪 ☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   



（参 考）地方厚生局  

制  度   事  項   内  容   
実  施  月  

主 管課   備  
3  4  5  6  7  8  9  10  皿  12  ロ  2  3   

考  

会議関係   1健康保険組合等指導監査 1  ・健康保険組合、厚生年金基金及び国民年金基金  地方厚生局  随時   
関係事務打合せ会  関係事務の取扱い及び指導監査計画等につい  

て、地方厚生局担当者と地方社会保険事務局の 併任職員で事務打合せ会を開催する 
。  

〕   
、   

〔関数篭誉謂芸謡是   
監査・事務指導関係  1 健康保険組合指導監査  一指定組合等に対する指導監査   匹   加）  地方厚生局  

☆    ○  

2 厚生年金基金指導監査  ・指定基金等に対する指導監査  ○                      ○  地方厚生局  

3 国民年金基金指導監査  ・職能型基金及び地域型基金に対する指導監査  ○                      ○  地方厚生局  

4 国民健康保険指導監督  ・都道府県等に対する指導監督   匹  地方厚生局  
☆：   

5 老人医療事務指導   ・老人医療事務実施者に対する指導   備導こ  地方厚生局  
☆三   

6確定拠出年金（企業型）   ・確定拠出年金制度（企業型）を導入しようとする     ○                        地方厚生局  
導入企業等に対する指導等   企業及び導入した企業に対する指導等  

7確定給付企業年金導入企   ・確定給付企業年金制度を導入しようとする企業     ○                      ○  地方厚生局  
業等に対する指導等  及び導入した企業に対する指導等  

☆は通知等の発出時期、○は事業の実施時期を示す。   






